
鹿屋市低入札価格調査実施要綱の一部を改正する要綱 

鹿屋市低入札価格調査実施要綱（平成31年鹿屋市告示第97号）の一部を次のよう

に改正する。 

別記第１号様式を次のように改める。 

 



別記 

第１号様式（第３条、第４条関係）（総合評価落札方式用） 

予 定 価 格 調 書 

工 事 名  

工 事 場 所 
鹿屋市          丁目 

             町 

設 計 額                        円 

予 定 価 格                        円 

入札（見積）書 

比 較 価 格 

予定価格の 

100/110 

                       円 

調 査 基 準 価 格 

 

                       円 

調査基準価格の100/110 

                      円 

失 格 基 準 価 格 

 

                       円 

失格基準価格の100/110 

                      円 

 上記のとおり査定します。 

 

年  月  日 

 

査 定 者 職 

                    氏 名        印 

 

 ※失格基準価格の割合（参考） 
 
  失格基準価格（税込み）     円／予定価格（税込み）     円×100

＝  ％（注） 
 
  注 小数点以下を切り捨てて整数で表示すること。 



附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 


